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本
書
は
、
秦
漢
か
ら
唐
に
至
る
長
い
時
間
の
流
れ
に
お
け
る
戸
籍

制
度
と
上
計
制
度
と
の
変
化
を
、
出
土
文
字
資
料
と
典
籍
史
料
の
丁

寧
な
読
解
に
基
づ
き
、
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

労
働
力
と
財
の
大
量
の
集
積
を
可
能
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
戸

籍
は
官
僚
制
と
皇
帝
専
政
の
物
質
的
基
盤
と
な
り
、
ま
た
同
居
関
係

の
確
定
に
よ
っ
て
相
互
監
視
制
度
の
上
に
た
つ
治
安
維
持
体
制
を
支

え
た
。
そ
し
て
、
地
域
に
お
け
る
人
と
財
の
現
状
に
関
す
る
知
識
を
、

上
級
機
関
に
集
積
す
る
主
要
な
手
段
と
し
て
、
上
計
制
度
が
存
在
す

る
。
戸
籍
制
度
と
上
計
制
度
は
車
の
両
輪
の
ご
と
く
連
動
し
、
中
国

的
な
統
治
制
度
の
核
心
部
分
を
構
成
し
た
。

戸
籍
研
究
に
は
出
土
し
た
戸
籍
現
物
を
用
い
る
必
要
が
あ
る
が
、

出
土
物
を
史
料
と
し
て
使
用
す
る
た
め
に
は
、
事
前
の
検
討
と
整
理

と
を
要
す
る
。
本
書
は
、
出
土
文
字
資
料
の
蒐
集
と
、
そ
れ
を
史
料

化
す
る
た
め
の
前
提
作
業
に
丹
念
に
取
り
組
む
。
さ
ら
に
出
土
文
字

史
料
・
文
献
史
料
に
よ
り
、
古
代
・
中
世
に
お
け
る
大
き
な
制
度
変

化
に
関
す
る
説
の
提
起
に
至
る
。

一
、
本
書
各
章
の
内
容

本
書
の
主
要
な
内
容
と
し
て
、
以
下
の
三
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
①

戸
籍
の
用
途
と
し
て
の
課
役
、
②
会
計
年
度
の
変
化
、
③
籍
帳
制
度

の
変
化
と
書
写
材
料
の
変
化
と
の
関
連
。

ま
ず
、
①
戸
籍
の
作
成
目
的
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
秦
・
後

漢
・
三
国
呉
・
前
秦
の
四
代
の
戸
籍
・
家
族
簿
の
書
式
を
検
討
し
、

戸
籍
の
主
要
な
記
載
内
容
で
あ
る
課
役
身
分
に
つ
い
て
重
点
的
に
考

察
す
る
。｢

湖
南
里
耶
所
出�
秦
代
遷
陵
県
南
陽
里
戸
版�｣

で
は
、

湖
南
省
出
土
の
秦
代
戸
版
を
現
存
最
古
の
戸
籍
と
す
る
。｢《

二
年
律

令
》
与
漢
代
課
役
身
分｣

(

以
下

｢

課
役｣

と
略
称)

｢

長
沙
東
牌
楼

東
漢�
戸
籍
簡�
補
説｣

(

以
下

｢

東
牌
楼
補
説｣

と
略
称)

は
、

徭
役
の
徴
発
に
つ
い
て
の
検
討
で
あ
る
。｢

課
役｣

は
性
別
・
年
代

別
に
ど
の
よ
う
な
人
々
が
い
か
な
る
徭
役
に
就
く
か
を
考
察
す
る
が
、

最
も
重
要
な
成
果
は
、
老
年
と
傅
籍
前
の
未
成
年
が
負
担
す
る
地
方

的
な
徭
役

｢

半
役｣

の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

続
く
諸
編
で
は
、
長
沙
走
馬
楼
出
土
呉
簡
中
の
住
民
家
族
名
簿
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(｢
吏
民
簿｣)

を
と
り
あ
げ
る
。｢

孫
呉
戸
籍
結
句
簡
中
的�
事�｣

(
以
下

｢

戸
籍
結
句｣

と
略
称)

は
吏
民
簿
の
戸
集
計
簡
に
み
え
る

二
つ
の

｢
事｣

に
つ
い
て
検
討
し
、
前
の

｢

事｣

は
課
役
の
総
人
口

(

徭
役
負
担
者
・
口
銭
・�
賦
負
担
者
含
む
、
７
―
60
歳)

で
あ
り
、

後
ろ
の

｢

事｣
は
徭
役
負
担
者
の
人
数
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
戸

単
位
集
計
簡
に
み
え
る

｢�｣
(

財
産
税
か
ら
転
じ
て
資
産
の
等
級

を
あ
ら
わ
す)

と
戸
品
に
つ
い
て

｢

呉
簡
中
的�
戸
品�
問
題｣

で

検
討
す
る
。
従
来
戸
籍
記
載
内
容
を
め
ぐ
る
争
点
の
一
つ
で
あ
っ
た

財
産
記
載
の
有
無
に
つ
い
て
は
、｢
孫
呉
簡
中
的
戸
籍
文
書｣

(

以
下

｢

孫
呉
戸
籍｣

と
略
称)

に
て
論
じ
ら
れ
、
漢
の
戸
籍
に
は
財
産
が

記
載
さ
れ
た
が
漢
末
に
戸
籍
と
財
産
簿
が
分
離
し
た
と
述
べ
る
。

｢

説�
罰
估�｣
は
、
呉
簡
に
み
え
る

｢
罰
估｣

と
は

｢

廃
估｣

で

あ
り
、
身
体
に
重
度
の
障
碍
を
か
か
え
て
い
る
こ
と
を
指
す
と
説
明

す
る
。｢

走
馬
楼
戸
籍
簡
的�
中�
字
注
記｣

(

以
下

｢
戸
籍�
中�

字｣

と
略
称)

は
、
吏
民
簿
に
見
え
る
朱
書
き
の

｢

中｣
字
を
て
が

か
り
に
、
戸
籍
作
成
の
一
過
程
で
あ
る
案
比
制
度
を
復
元
す
る
。
以

上
が
、
戸
籍
の
主
た
る
用
途
で
あ
る
課
税
と
徭
役
の
徴
発
、
お
よ
び

戸
籍
作
成
過
程
に
関
す
る
諸
編
で
あ
る
。

②
会
計
年
度
の
変
化
に
つ
い
て
は
、｢

従
計
断
九
月
到
歳
終
為
断
―

漢
唐
間
財
政
年
度
的
演
変｣

(

以
下

｢

財
政
年
度｣

と
略
称)

に
て

述
べ
ら
れ
る
。
こ
れ
と
関
連
し
て
、｢

也
談
唐
代
的
造
籍
日
期
問
題｣

で
は
、
唐
前
期
に
お
け
る
戸
籍
作
成
時
期
は
手
実
作
成
の
翌
年
の
歳

初
で
あ
っ
た
た
こ
と
を
論
じ
、｢

唐
代�
手
実�
与�
計
帳�
関
係

考｣

で
は
計
帳
の
作
成
根
拠
は

｢

貌
定｣

後
の
手
実
で
あ
り
、
さ
ら

に
戸
籍
の
作
成
は
計
帳
に
依
拠
す
る
と
述
べ
る
。
③
籍
帳
制
度
と
書

写
材
料
の
変
化
の
関
連
に
関
し
て
は

｢《

前
秦
建
元
二
十
年
籍
》
与

漢
唐
間
籍
帳
制
度
的
変
化｣

(

以
下

｢

前
秦
籍｣

と
略
称)

に
見
え

る
。附

録｢

孫
呉
《
嘉
禾
吏
民
田
家�別
》
中
的
幾
個
問
題｣

｢

孫
呉
《
嘉

禾
吏
民
田
家�別》�
二
年
常
限�
解｣

は
、
走
馬
楼
呉
簡
の
吏
民
田

家�別
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
見
解
を
述
べ
る
。

二
、
吏
民
簿
理
解
の
手
法

本
書
で
最
も
紙
幅
を
費
や
し
て
検
討
し
て
い
る
出
土
文
字
資
料
は
、

走
馬
楼
呉
簡
の
家
族
名
簿

(｢

吏
民
簿｣)

で
あ
る
。
こ
の
吏
民
簿
の

書
式
は
、
互
い
に
微
妙
に
相
違
す
る
複
数
の
種
類
に
分
類
で
き
る
。

以
下
に
例
を
挙
げ
る
。

ａ

石
門
里
戸
人
公
乘
樂
蔦
年
十
七

(｢

竹
簡
壹｣

9119)

右
蔦
家
口
食
二
人�
五

十(｢

竹
簡
壹｣

8950)
(

14
盆)

ｂ

吉
陽
里
戸
人
公
乘
孫
潘
年
卅
五�
一

(｢

竹
簡
壹｣

10381)

潘
妻
大
女
蔦
年
十
九�
一

(｢

竹
簡
壹｣

10382)
凡
口
三
事
二�
二
事�
五

十

(｢

竹
簡
壹｣

10380)
(

14
盆)
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二
種
類
の
簿
の
記
載
内
容
は
、
姓
名
・
爵
位
・
年
齢
・
里
名
・
疾

病
障
碍
・
徭
役
な
ど
概
ね
似
通
っ
て
い
る
が
、
微
妙
に
相
違
し
て
い

る
。
な
ぜ
少
し
ず
つ
違
っ
た
簿
が
存
在
す
る
の
か
、
説
明
し
難
い
が
、

よ
り
根
本
的
な
問
題
は
、
こ
れ
ら
が
何
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
名
簿

か
と
い
う
こ
と
が
、
明
ら
か
で
な
い
こ
と
に
あ
る
。

本
書
は
、
こ
れ
ら
の

｢

吏
民
簿｣

の
性
格
を
知
る
た
め
の
基
礎
的

検
討
と
し
て
、
名
簿
の
作
成
段
階
と
作
成
後
の
公
務
に
供
さ
れ
る
段

階
と
を
想
定
し
、
作
成
手
順
と
作
成
後
の
用
途
を
考
察
す
る
。

こ
の
作
業
の
前
提
と
し
て
、
戸
籍
作
成
の
過
程
の
復
原
が
必
須
で

あ
る
。
そ
こ
で
、｢

東
牌
楼
補
説｣
に
て
、
戸
籍
作
成
上
の
手
順
と

し
て
、
八
月
案
比

(

本
書
は

｢

貌
閲｣
と
解
す
。
官
吏
が
各
人
と
対

面
し
て
記
載
が
妥
当
で
あ
る
か
確
認
す
る
作
業
。)

と
い
う
戸
籍
の

記
載
内
容
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
過
程
を
重
視
す
る
。
案
比
の
際
に
は
、

県
令
み
ず
か
ら
吏
を
組
織
し
て
罷�
や
新
傅
・
免
老
お
よ
び
給
侍
な

ど
の
特
定
身
分
と
年
齢
の
人
を

｢

案
験｣

し
、
郷
嗇
夫
は
そ
れ
以
外

の
民
衆
の
案
比
に
責
任
を
負
っ
た
と
し
、
ま
た
、｢

戸
籍�
中�
字｣

で
は
、
県
令
・
県
吏
が
資
産
状
況
の
チ
ェ
ッ
ク
も
行
っ
た
と
述
べ
る
。

こ
の
案
比
の
痕
跡
は

｢

吏
民
簿｣

に
見
え
る
の
で
あ
り
、｢

戸
籍

�
中�
字｣

に
よ
れ
ば
、
簡
上
に
み
え
る
朱
書
き
の
チ
ェ
ッ
ク
記
号

で
あ
る

｢

中｣

字
は
、
案
比
に
お
け
る
県
で
の
審
査
を
反
映
し
て
い

る
。｢

東
牌
楼
補
説｣

で
は
、
走
馬
楼
呉
簡
は
各
人
の
障
碍
疾
病
を

具
体
的
に
記
す
が
、
東
牌
楼
後
漢
簡
に
は
、
官
側
が
障
碍
の
実
態
を

確
認
後
、
そ
の
障
碍
の
程
度
を
確
定
し
た
結
果
と
し
て
篤�
と
記
載

さ
れ
て
い
る
と
述
べ
る
。

造
籍
過
程
の
中
に
呉
簡
吏
民
簿
を
位
置
づ
け
る
試
み
は
、
本
書
が

最
初
で
は
な
い
。
し
か
し
、
従
前
の
研
究
で
は
戸
籍
作
成
過
程
の
検

討
を
伴
わ
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
本
書
は
案
比
制
度
の
で
き
る
か
ぎ

り
の
復
原
を
お
こ
な
い
、
戸
籍
作
成
が
郷
嗇
夫
と
県
吏
・
県
令
に
よ

る
チ
ェ
ッ
ク
過
程
を
経
る
こ
と
を
確
認
し
、
性
格
不
明
で
あ
っ
た
呉

簡
吏
民
簿
を
、
戸
籍
作
成
過
程
中
の
産
物
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と

に
成
功
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
本
書
は
用
途
の
相
違
を
念
頭
に
置
い
て
呉
簡
吏
民
簿
を
分

類
し
て
お
り
、
作
成
機
関
の
相
違
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
触
れ
て
い
な

い
。
し
か
し
、
異
な
る
書
式
の

｢

吏
民
簿｣

間
の
作
成
機
関
の
相
違

を
究
明
す
る
必
要
性
も
、
研
究
者
の
間
で
次
第
に
意
識
さ
れ
つ
つ
あ

る
。
作
成
機
関
の
相
違
を
検
討
す
る
に
は
、
ま
ず
そ
れ
ら
の
簿
の
作

成
機
関
の
確
定
が
必
要
だ
が
、
そ
れ
に
は
送
り
手
と
受
け
手
を
示
す

送
り
状

(

例
え
ば

｢

廣
成
郷
謹
列
嘉
禾
六
年
吏
民
人
名
年
紀
口
食
爲

簿｣
｢

竹
簡
貳｣

1798

、
16
盆)

が
、
最
も
確
か
な
根
拠
と
な
る
。

し
か
し
、
簡
を
個
々
ば
ら
ば
ら
に
し
か
把
握
で
き
て
い
な
い
状
況
で

は
、
送
り
状
が
ど
の
書
式
の
簿
に
対
応
し
て
い
る
の
か
が
不
明
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
可
能
な
限
り
同
一
簿
を
構
成
す
る
諸
簡
を
集
成
し
、

書
式
と
送
り
状
の
対
応
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
そ
の
簿
の

作
成
機
関
を
知
る
基
本
的
な
方
法
と
な
る
。
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つ
ま
り
、
戸
籍
作
成
過
程
の
中
に
呉
簡
吏
民
簿
を
位
置
づ
け
、
完

成
後
の
用
途
を
考
察
し
、
こ
れ
ら
を
通
じ
て
簿
の
性
格
を
検
討
す
る

本
書
の
手
法
は
、
吏
民
簿
解
釈
の
標
準
的
な
方
法
と
し
て
重
視
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
さ
ら
に
有
効
に
し
て
い
く
に
は
、

同
一
簿
構
成
簡
の
集
成
を
通
じ
、
上
呈
文
書
や
里
単
位
・
郷
単
位
の

集
計
簡
を
含
め
た
全
体
的
な
簿
の
構
成
を
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
り
、
二
つ
の
手
法
で
得
ら
れ
た
知
識
が
相
互
に
補
い
あ
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
呉
簡
吏
民
簿
に
対
す
る
理
解
を
前
進
さ
せ
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

結
論
と
し
て
、
本
書
で
は
吏
民
簿
を
戸
籍
の
一
種
と
す
る
が
、
そ

こ
で
気
に
な
る
こ
と
は
、｢

吏
民
簿｣
と
｢
籍｣

の
関
係
で
あ
る
。

典
籍
の
注
釈
で
は
、｢

籍｣

は
名
簿
を
謂
う
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が

あ
る

(『

漢
書』

外
戚
伝
顔
師
古
注
に

｢

籍
謂
名
簿
也｣)

が
、｢

籍｣

と
は
特
殊
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
語
る
例
も
存
在
す
る
。例
え
ば
、

｢

二
年
律
令｣

に
み
え
る
規
定
に
よ
れ
ば
、
県
に
所
蔵
さ
れ
る
諸
籍

は
特
設
さ
れ
た
文
書
庫
に
封
蔵
さ
れ
、
文
書
庫
を
開
い
て
戸
籍
を
出

す
際
に
は
複
数
の
吏
に
よ
る
厳
重
な
手
続
き
を
要
す
る

(

戸
律
332�

333)

。
こ
の
扱
い
の
厳
重
さ
は
、
偽
造
・
改
竄
を
ふ
せ
ぐ
た
め
で
あ

る
。
県
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
籍
の
正
確
さ
を
保
持
す
る
こ
と
に
神
経

を
使
う
か
と
い
え
ば
、
籍
に
は
身
分
や
所
属
を
確
定
す
る
機
能
が
あ

る
か
ら
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、｢

民
籍
に
復
す｣

と
は
、
李
厳
伝

の
文
脈
で
は
罪
の
あ
る
人
々
を
赦
免
し
民
の
身
分
に
帰
属
せ
し
め
る

こ
と
を
指
す
が

(『

三
国
志』

蜀
書
李
厳
伝)

、｢

民
簿｣

と
は
言
い

換
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
官
有
物
資
の
簿
と
し
て
居
延
漢
簡
に
は

｢

卒
被
兵
本
籍｣

・｢

被
兵
籍｣

(7�7

Ａ)

が
見
え
る
が
、
こ
れ
ら
の

籍
は
武
器
の
所
属
を
示
す
機
能
を
有
し
、
個
体
の
所
属
・
身
分
の
根

拠
と
な
る
原
簿
で
あ
る
。
そ
し
て
戸
籍
も
個
人
の
所
属
・
身
分
地
位
・

財
産
の
帰
属
を
確
定
す
る
特
殊
な

｢

簿｣

で
あ
り
、
一
般
の
簿
と
同

じ
で
は
な
い
可
能
性
が
強
い
。
吏
民
簿
が
そ
の
ま
ま
で
戸
籍
で
あ
る

か
否
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
本
書

｢

前
秦
籍｣

で
は
、
吏
民
簿
二
種
類
の
う
ち
、
戸

籍
に
本
来
有
る
べ
き
賦
役
と
資
産
の
状
況
が
記
載
さ
れ
て
い
る
前
掲

ｂ

(｢

凡
口
×
事
×�
×
事
×�
×｣)

を
、
二
年
律
令
の
宅
園
戸
籍

(

狭
義
の
戸
籍)

と
す
る
。
も
う
一
方
の
戸
集
計
簡
に
口
数
中
心
に

記
載
さ
れ
て
い
る
吏
民
簿

(

前
掲
ａ)

は
、
口
数
把
握
の
簿
で
あ
っ

て

｢

二
年
律
令｣

の
年
細
籍
に
相
当
す
る
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
戸
集

計
簡
の
記
載
内
容
か
ら
、
簿
の
用
途
を
判
断
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
判
断
は
妥
当
で
な
い
。
本
書
で
口
数
把
握
の
簿
と

す
る
吏
民
簿
に
は
、
里
単
位
の
集
計
が
数
種
類
附
随
し
、
里
全
体
の

戸
口
数
を
総
計
し
た
記
載
の
ほ
か
、
特
定
項
目
別
に
人
数
・
戸
数
を

集
計
し
た
簡
が
複
数
存
在
す
る
が
、
こ
れ
は
徴
発
に
適
応
し
な
い
戸

を
、
里
戸
の
総
数
か
ら
除
き
、
徭
役
対
象
と
な
る
戸
の
数
を
表
示
す

る
目
的
を
有
す
る
。
と
す
れ
ば
、
口
数
集
計
簡
を
各
戸
末
尾
に
有
す

る
簿
も
、
徭
役
徴
発
に
関
連
し
た
用
途
を
有
す
る
と
言
え
る
。
こ
の
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た
め
、
本
書
が
、
戸
集
計
簡
の
相
違
に
よ
っ
て
吏
民
簿
を
徭
役
関
連

と
非
関
連
と
に
区
別
す
る
こ
と
に
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
問
題
が
あ
る
。

三
、
戸
籍
制
度
の
変
化
・

財
政
年
度
と
経
済
中
心
の
移
動

以
下
、
残
る
二
点
の
主
要
な
内
容
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
本
書
の

大
き
な
成
果
と
し
て
、
戸
籍
材
料
の
簡
牘
か
ら
紙
へ
の
転
換
と
、
戸

籍
が
よ
り
上
級
機
関
に
所
蔵
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
制
度
上
の

変
化
と
の
関
連
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る(｢

前
秦
籍｣)

。

簡
牘
は
少
量
で
も
か
さ
ば
る
の
で
所
蔵
に
は
広
い
空
間
を
必
要
と
す

る
た
め
、
大
量
の
輸
送
と
保
存
は
困
難
で
あ
る
が
、
紙
な
ら
そ
れ
が

可
能
で
あ
り
、
戸
籍
材
質
の
紙
へ
転
換
は
、
上
級
機
関
で
の
大
量
の

戸
籍
の
保
管
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
本
書
は
、
郡
以
上
の
機
関

で
の
保
管
と
技
術
革
新
と
の
関
連
を
明
快
に
指
摘
す
る
。

こ
の
戸
籍
作
成
機
関
・
所
蔵
機
関
の
よ
り
上
級
へ
の
移
行
と
は
、

漢
か
ら
唐
に
か
け
て
徐
々
に
進
行
す
る
制
度
上
の
重
要
な
変
化
で
あ

る
。
漢
に
お
い
て
は
、
郷
と
県
が
作
成
し
両
者
が
保
管
し
た
が
、
唐

で
は
県
と
州
が
作
成
に
か
か
わ
り
、
県
・
州
と
尚
書
戸
部
が
保
管
す

る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
変
化
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
本
書
で

は
論
及
さ
れ
て
い
な
い
。
欲
を
言
え
ば
、
紙
へ
の
転
換
と
い
う
重
大

な
技
術
革
新
が
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
制
度
に
何
を
も
た
ら
し
た
の
か
明

ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
が
、
望
ま
れ
る
。

例
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
中
央
に
よ
る
直
接
的
な
地
方
管

理
の
強
化
で
あ
る
と
言
え
な
く
も
な
い
。
ま
た
、
よ
り
上
級
機
関
が

戸
籍
編
成
に
か
か
わ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
変
化
の
端
緒
と
し
て
想

起
さ
れ
る
の
は
、
後
漢
初
光
武
帝
時
に
決
行
さ
れ
た
戸
籍
と
財
産
の

再
調
査
で
あ
る

(『

後
漢
書』

劉
隆
伝)

。
こ
れ
は
、
州
・
郡
と
い
う

上
級
機
関
が
、
戸
籍
調
査
に
全
国
一
斉
介
入
し
た
最
初
の
例
で
あ
り
、

最
終
的
に
は
中
央
の
官
吏
が
介
入
し
て
い
る
。
そ
の
原
因
は
記
載
内

容
に
欺
瞞
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
背
景
に
は
県
レ
ベ
ル
で
は
抑

制
で
き
な
い
豪
族
の
強
大
な
力
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
こ
の
事
件
は
、

秦
漢
以
降
静
か
に
進
行
し
て
い
る
統
治
機
関
の
広
域
化
と
も
か
か
わ

る
動
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
上
級
機
関
に
よ
る
介
入
の
結
果
、
当
然

完
成
に
至
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
も
増
加
し
、
記
載
内
容
の
チ
ェ
ッ
ク

も
厳
密
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
戸
籍
作
成
・
所
蔵
機
関
の
上
級
機
関
へ
の
移
転
は
な
ぜ

な
の
か
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
制
度
の
根
本
的
な
変
化
で
あ
っ

た
の
か
が
、
以
後
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
後
そ
れ
を
技
術

的
に
支
え
た
の
は
戸
籍
材
料
の
紙
へ
の
変
換
で
あ
る
と
い
う
本
書
の

指
摘
が
、
さ
ら
に
生
き
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。

本
書
の
も
う
一
つ
の
大
き
な
成
果
は
、
財
政
年
度

(

会
計
年
度)

の
変
化
と
経
済
中
心
の
移
動
と
を
、
関
連
づ
け
て
説
明
す
る
説
の
提

示
で
あ
る
。

最
も
中
心
的
に
こ
の
主
題
を
展
開
す
る

｢

財
政
年
度｣

に
よ
れ
ば
、

批
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秦
漢
に
お
け
る
九
月
締
め
と
い
う
財
政
年
度
は
、
粟
の
成
熟
時
期
と

密
接
な
関
係
が
あ
る
。
当
時
は
収
入
を
把
握
し
た
の
ち
支
出
を
決
定

し
て
い
た
が
、
生
産
力
が
低
く
自
然
災
害
の
影
響
も
大
き
い
た
め
、

そ
の
年
の
収
入
は
租
賦
納
入
後
に
や
っ
と
把
握
さ
れ
得
、
そ
の
後
に

国
家
財
政
の
支
出
限
度
額
も
確
定
可
能
と
な
る
。
実
際
に
次
年
度
の

国
家
財
政
の
根
拠
と
な
る
の
は
計
簿
で
あ
り
、
そ
の
計
簿
は
当
時
の

経
済
中
心
で
あ
る
北
方
の
穀
物
生
産
の
首
位
・
粟
の
収
穫
を
待
っ
て

作
成
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
財
政
年
度
に
変
化
が
訪
れ
る
の
は
南
朝
に
お
い
て
で

あ
り
、
南
朝
で
は
夏
税

(

麦)

・
秋
税

(

稲)

が
存
在
し
、
歳
末
の

税
収
が
完
成
し
て
後
、
そ
れ
を
登
記
し
て
当
年
の
租
税
簿
冊
を
作
成

す
る
た
め
、
戦
国
以
降
の
十
月
か
ら
九
月
ま
で
の
財
政
年
度
は
、
一

月
か
ら
十
二
月
ま
で
に
変
化
し
た
。
唐
の
財
政
年
度
は
、
南
朝
と
同

じ
く
十
二
月
締
め
で
あ
る
。
結
論
と
し
て
、｢

計
断
九
月

(

九
月
締

め)

か
ら
歳
終
を
断
と
な
す
こ
と
へ
の
変
化
は
、
南
北
農
業
構
造
の

差
異
と
漢
唐
間
に
お
け
る
南
北
経
済
地
位
の
変
化
の
反
映
で
あ
り
、

お
よ
び
こ
れ
と
あ
い
応
ず
る
財
政
政
策
制
定
中
の
地
域
傾
向
の
反
映

で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。

確
か
に
、
南
朝
―
唐
に
か
け
て
財
政
年
度
が
十
二
月
締
め
に
変
化

す
る
原
因
と
い
う
、
従
来
説
明
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
、
主
要
穀
物

生
産
地
の
変
化
と
関
連
づ
け
る
視
角
は
、
非
常
に
興
味
深
い
。

だ
が
、
こ
の
説
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
当
時
の
予
算

編
成
制
度
に
つ
い
て
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
本
書
は
、『

礼
記』

｢

王
制｣

に
み
え
る
財
政
制
度
に
依
拠
し
、
穀
物
納
入
後
に
納
入
量

を
集
計
し
国
家
収
入
を
確
定
し
た
と
解
す
る
が
、｢

王
制｣

が
述
べ

る
の
は
当
為
で
あ
り
、
財
政
運
営
の
実
態
と
は
別
の
問
題
で
あ
る
。

そ
れ
で
、
支
出
決
定
の
前
提
と
し
て
、
実
際
に
当
年
の
穀
物
納
入
量

が
参
照
さ
れ
た
か
否
か
が
、
問
題
と
な
る
。
唐
代
に
お
け
る
国
家
予

算
の
前
提
と
な
る
財
政
収
入
額
見
積
も
り
に
つ
い
て
は
、
陳
明
光

『

唐
代
財
政
史
新
編』

上
編
第
一
章

(

中
国
財
政
経
済
出
版
社
、
一

九
九
一
年)

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
予
算
内
収
入

項
目
の
最
も
主
要
な
内
容
は
租
庸
調
で
あ
る
が
、
そ
の
年
度
収
入
総

額
は
口
数
に
依
拠
し
て
計
算
し
、
租
の
納
入
見
積
も
り
に
し
て
も
実

際
の
穀
物
収
入
を
参
照
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
一
般
的
な

予
算
額
算
出
の
説
に
よ
れ
ば
、
穀
物
納
入
量
と
予
算
の
関
連
は
見
え

に
く
い
。
主
要
な
穀
物
の
変
化
が
国
家
の
財
政
に
い
か
に
影
響
し
た

の
か
と
い
う
巨
視
的
な
視
点
は
、
重
要
で
有
益
で
あ
る
た
め
、
こ
の

説
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
展
開
を
期
待
し
た
い
。

結
語

以
上
の
紹
介
は
、
本
書
全
体
を
概
括
的
に
描
写
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

本
書
は
ほ
か
に
も
戸
籍
・
上
計
制
度
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
重
要
な

成
果
を
含
む
。
一
方
、
論
証
中
で
気
に
な
る
点
も
わ
ず
か
に
存
在
す

る
。
例
え
ば
、｢

課
役｣

で
、
正
卒
・
更
卒
な
ど
の
現
時
点
で
見
解
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が
分
か
れ
る
語
彙
に
つ
い
て
、
諸
説
の
整
理
を
行
っ
て
い
な
い

(

更

役
は
中
央
政
府
の
徴
発
と
す
る
が
、
第
一
に
参
照
さ
れ
る
べ
き
史
料

で
あ
る

『
漢
書』

昭
帝
紀
元
鳳
四
年
顔
師
古
注
引
く
如
淳
注
に
見
え

る
律
説
に
よ
れ
ば
、
基
本
的
に
所
属
す
る
県
で
の
徭
役
と
さ
れ
る
。

ま
た
、
県
官
を
天
子
・
中
央
と
結
び
つ
け
る
が
、
地
方
を
ふ
く
む
官

府
一
般
を
指
し
て
用
い
ら
れ
る
語
彙
で
も
あ
る)

。
ま
た
、｢

戸
籍
結

句｣

で
は
案
比
の
結
果
作
成
さ
れ
る
戸
籍
は
次
年
度
の
年
齢
を
記
載

す
る
と
述
べ
る
が
、
呉
簡
吏
民
簿
中
の
戸
集
計
簡
に
口
数
集
計
の
み

記
載
さ
れ
る
種
類
の
簿
に
は

｢
一
歳｣

が
見
え
る
の
で
あ
り
、
こ
れ

は
次
年
度
の
年
齢
で
あ
る
は
ず
が
な
く
、
本
書
の
論
法
に
従
え
ば
こ

の
吏
民
簿
は
案
比
の
結
果
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
案
比
の
結
果
記

載
さ
れ
る
の
は
次
年
度
の
年
齢
な
の
か
、
再
考
が
必
要
で
あ
る
。

だ
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
書
は
秦
漢
―
唐
に
い
た
る
ま
で

の
長
い
時
間
の
流
れ
に
お
け
る
制
度
の
変
化
を
巨
視
的
に
叙
述
し
、

大
き
な
成
果
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
ず
、
走
馬
楼
呉
簡

｢
吏
民
簿｣

の

性
格
を
特
定
す
る
上
で
の
分
析
手
法
を
確
立
し
て
い
る
。
ま
た
、
簡

牘
か
ら
紙
へ
の
戸
籍
材
料
の
転
換
を
、
よ
り
上
級
機
関
で
戸
籍
が
保

管
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
制
度
変
化
と
関
連
づ
け
て
い
る
。
さ
ら
に
、

経
済
的
な
中
心
と
な
る
地
域
・
主
要
穀
物
の
変
化
に
よ
っ
て
、
財
政

年
度
・
上
計
日
程
が
変
化
し
て
い
く
と
い
う
説
を
提
起
す
る
。

現
在
、
新
し
い
史
料
が
陸
続
と
出
土
す
る
状
況
下
で
は
、
す
べ
て

の
研
究
は
過
渡
的
な
様
相
を
帯
び
る
。
本
書
が
用
い
て
い
る
呉
簡
の

史
料
は

｢

竹
簡
壹｣

中
心
で
あ
り
、
呉
簡
全
体
の
十
分
の
一
以
下
し

か
参
照
し
得
て
い
な
い
の
は
、
執
筆
時
期
か
ら
言
っ
て
や
む
を
得
な

い
こ
と
で
あ
る
。
本
書
が
今
後
の
研
究
に
対
し
、
大
き
な
方
法
上
・

学
説
上
の
貢
献
を
な
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
本
書
で
展
開
さ
れ

た
所
説
の
さ
ら
な
る
深
化
が
期
待
さ
れ
る
。

(

二
〇
一
〇
年
三
月
、
商
務
印
書
館
、
北
京
、
全
一
冊
、
Ａ
５
版
、

三
五
一
頁)

(

立
命
館
大
学
政
策
科
学
部
非
常
勤
講
師)

批

評

と

紹

介

鷲
尾

第
九
十
五
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